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大和高田市地域公共交通活性化協議会 議事録 

① 議名 第２０回大和高田市地域公共交通活性化協議会 

② 開催日時 令和３年１０月１日（金） １４:００～ 

③ 開催場所 大和高田市役所５階 会議室 

④ 議題 

（議事事項） 

（１） コミュニティバス「きぼう号」の一部路線の変更について 

（２） 大和高田市地域公共交通計画について 

（３） その他 

⑤ 出席委員 別紙 

⑥ 事務局 
地域振興部 村岡次長 

地域振興部まち振興課 芳村課長・奥課長補佐・上嶋 

 

協議経過および協議内容 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会 長） 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただ今から「第２０回大和高田市地域公共

交通活性化協議会」を開催いたします。 

本日は、皆様方には公私何かとお忙しい中、ご出席を賜り誠にあり

がとうございます。 

今年度６月に開催しました第１８回の協議会におきまして、大和高

田市生活交通確保維持改善計画（案）の提示をさせていただき承認

を頂きました。同時に、国道の管理を行っている委員が加わってい

ないとご意見をいただき、これまで以上の連携・協力体制を強化す

るために、第１９回書面開催にて、「奈良国道事務所副所長を委員

に追加する」規約の一部改正をさせていただき承認をいただきまし

た。 

今回より奈良国道事務所 副所長 宮井達也様に加わっていただき

ました。また、奈良交通株式会社 乗合事業部 部長の米田様から大

西秀樹様に、近畿日本鉄道株式会社 高田市駅長 木曽様から米田徹

様に委員の交代がありました。時間の都合上、委嘱状を席に置かせ

ていただいております。どうかご了承いただきますようお願いいた

します。 

本日は、コミュニティバス「きぼう号」の一部路線の変更、大和高

田市地域公共交通計画などの案件を提案させていただいておりま

すので、ご協議よろしくお願いします。 

それでは、本協議会会長の、谷河副市長よりご挨拶申し上げます。 

 

改めまして、こんにちは。ただ今ご紹介に預かりました副市長の谷

河でございます。委員の皆様方には公私何かとお忙しいところ、ま

た昨日緊急事態宣言が終了したとはいえ、まだまだ緊張した状況が

続く中にありますが、ご参加いただき本当にありがとうございま

す。重ねてお礼申し上げます。ただ今事務局から少し説明がありま
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協議経過および協議内容 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

したが、本日は「きぼう号」の路線の一部の変更と今年度の新規事

業として大和高田市地域公共交通計画の策定という事業に取り組

んでおります。この部分につきまして、まだアンケート等が十分に

返ってきていない状況ではございますが、今現在の進捗状況につい

てご説明を申し上げ、各委員様からご意見をいただけたらと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。本日は、１８名、過半数の委員の皆様に

ご出席いただいているため、本協議会規約（第９条第２項）により、

会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

それでは議事に入る前にお手元に配布しております資料の確認を

お願いします。 

・本日の次第 

・協議会出席者名簿 

・協議会座席表 

・資料１ コミュニティバス「きぼう号」の一部路線の変更につい

て 

・資料２ 大和高田市地域公共交通計画の検討状況について 

・資料３ 大和高田市地域公共交通活性化協議会委員への追加希望

について 

・時刻表 

・大和高田市地域公共交通活性化協議会規約 

以上を配布しております。配布もれ等ございませんか。 

 

それでは、議事に入ります。 

協議会規約（第９条第１項）に基づき、谷河会長より「会議の運営

等」における議長の指名となっております。議長につきましては、

前回、大和高田市地域振興部長 下村委員を議長に指名していただ

いております。 

それでは、ここから議事の運営は、当会議の議長であります下村委

員にお願いいたします。  

 

改めまして、大和高田市地域振興部 下村でございます。本日は審

議が円滑に進みますようご協力よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議事に従いまして進めさせていただきます。議事（１）

コミュニティバス「きぼう号」の一部路線の変更について、事務局

より説明願います。 

 

議事（１）について説明 
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協議経過および協議内容 

（議 長） 

 

 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 

（議 長） 

 

（副会長） 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（副会長） 

 

 

 

 

 

 

事務局より、議事（１）コミュニティバス「きぼう号」の一部路線

の変更について説明がございましたが、何かご意見、ご質問等ござ

いませんか。 

 

中井記念病院のルートの変更の時期と距離は変わるのかを教えて

いただけますか。 

 

まず、ルートの変更の時期ですが、現在協議を進めておりまして、

１１月から年内には変更を行いたいと考えておりますので、その辺

りの時期になると思われますが、車両の入替も伴いますので、車両

の出来具合等を見て少し時期がずれる可能性があるということを

ご了承ください。次に、ルート変更に伴う距離についてですが、実

測で若干距離の誤差が出るということですが、今の時刻表でどこま

で対応できるかということも含めて奈良交通様と協議している最

中です。 

 

了解いたしました。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

この話は、中井記念病院から変更して欲しいと申し出があったので

すか。今まで中井記念病院の駐車場内に乗り入れしていたのをなぜ

変更することになったのですか。 

 

まず、今までは中井記念病院様の駐車場内で迂回をさせていただい

ておりましたが、今回車両の入替を行うことになりまして、バスの

タイヤとタイヤの幅であるホイールベースが伸びたことにより小

回りが利かなくなった関係で、元々大型車が入ることが想定されて

いない駐車場に今はご厚意で入れていただいているんですけども、

そこに新しい車両が入ると、どうしても他の車両と接触する可能性

があるということで、乗り入れすることが難しいということになり

ました。 

 

車両が一回り小さくなるというのであれば理解できますが、長くな

るということは車両が大きくなるということですか。現行のルート

で通る道は新しいので道幅は広いですが、迂回ルート案で通る道は

旧の道であるため道幅が狭いです。また道中にある川をまたぐ橋も

狭く、かつ、いがんでいます。そこをバスが通るとなると地元に迷

惑がかかりますし、バスが通れるような道ではないと思います。 
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協議経過および協議内容 

（事務局） 

 

 

 

 

（副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

（委託事業者） 

 

（議 長） 

 

まず、バスの車両の大きさですが、大きさについては今までの車両

と同じです。ただ、タイヤの幅が低床のノンステップバスになりま

すので、タイヤを車両の隅に置くことで、ハンドルの切れ角が悪く

なり、駐車場内で旋回するのは無理という話が出ました。 

 

駐車場内で旋回するのは難しいというのは理解できますが、迂回ル

ート案で通る道はとても狭いことに加え、現行のルートで通る道よ

りも何倍も交通量が多いです。現行のルートで通る道は道幅も広

く、バスも時刻どおりに移動できますが、迂回ルート案で通る道は

道幅も狭く交通量も多いことに加え対向場所もないためバスを運

転する側からだと時間のロスも大きく、便利が悪くなると思われま

す。そのため、対向する場所を作る必要があると思います。バスが

迂回ルート案を通るとなると、一般の方の車にも迷惑がかかると思

います。そのため、迂回ルート案を通るようにするのであれば、そ

の辺りをしっかりと考えて進めていかないといけないと思います。 

 

ありがとうございます。仰っていただいたことも踏まえまして、現

在、道路の環境も確認しながら奈良交通様と協議させていただいて

おります。また、いただいたご意見も反映し、検討いたしますので

よろしくお願いいたします。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

それでは、議事（１）コミュニティバス「きぼう号」の一部路線の

変更について、ご承認をいただきたいと思いますが、よろしいです

か。 

 

（異議なし の声） 

 

それでは次に、議事（２）大和高田市地域公共交通計画について、

事務局より説明願います。 

 

こちらの議事につきましては、大和高田市地域公共交通計画の策定

を委託させていただいております、株式会社エイテック様からご説

明をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

議事（２）について説明 

 

ただ今の事務局より、議事（２）大和高田市地域公共交通計画につ

いて、説明がございましたが、何かご意見、ご質問等ございません
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協議経過および協議内容 

 

 

（委 員） 

 

 

 

（委託事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 

（議 長） 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委託事業者） 

 

 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

 

今後のスケジュールを大まかで結構ですので、どれぐらいの時期に

どういった内容が出来上がるのかを今の段階で分かれば教えてい

ただけますか。 

 

アンケートの集計につきましては今行っているところでして、１０

月の中旬に集計が終わると予定しております。３ページの構成で見

てみますと、「５.地域公共交通サービスの役割と課題整理」につき

ましては概ね１１月中に、「６. 基本的な方針」～「９. 計画の達

成状況の評価」につきましては年内に行い、この段階で計画（案）

を作成できると考えております。その後、パブリックコメントを１

月中に実施し、会議で諮っていただくという流れになると思いま

す。 

 

了解しました。ありがとうございます。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

今の説明ですと、大体は年内に完成するということですよね。「３. 

上位・関連計画の整理」のところで、奈良県様が都市計画マスター

プランを現在作成中ですが、大和高田市も同じく都市計画マスター

プランを現在作成中です。奈良県様は、計画の完成が来年の５月～

６月頃と聞いており、大和高田市も来年の８月～９月頃に計画の完

成を予定しているのですが、新しい計画を反映させないで古い方の

計画を反映されるということでしょうか。今、計画の整理をされて

いるのは当然、古い方の計画で整理されているのでしょうか。 

 

奈良県様、大和高田市様より何か情報がいただけるのであれば、計

画に反映させていただければと思います。また持ち帰って検討させ

てください。 

 

素人的な質問で申し訳ないのですが、人流ビッグデータ分析という

ことで、カレンダー・システム手帳アプリ「Jorte」のユーザーか

ら取得した位置情報データを用い、大和高田市内の人流を可視化と

あり、コロナ禍前と緊急事態宣言期間中を比較分析するということ

ですが、市民アンケートは無作為に市民から抜粋された状態で信用

できると思うのですが、「Jorte」というアプリはどのような人、ど

のような年代の方が使われているのでしょうか。ご説明をお願いし

ます。 



 6 

協議経過および協議内容 

（委託事業者） 

 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

 

（委託事業者） 

 

 

（議 長） 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委託事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 

年代については確認中のため、分かればお示しさせていただきま

す。 

 

無作為に不特定多数の人からの抜粋というのと、特定で少数の人か

らの抜粋というのでは統計的な意味でまったく違うと思います。

「Jorte」というアプリがものすごく一般的で、公共性の高いもの

であれば良いのですが。要するに、普通の携帯電話に必ず入ってい

て、どこにいても位置情報がわかるという状態であれば良いのです

が、このアプリを持っている人だけの移動実態がわかるというので

あれば何の意味もないと思います。 

 

わかりました。少し確認させていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

奈良県庁の石神と申します。アンケート調査は今回で終了のご予定

ですか。また別で取られることはありますか。といいますのも、ア

ンケートの外出の部分であったり、「きぼう号」についてのアンケ

ートというところだけで見ますと、資料２の地域公共交通計画の概

要に、「地域の多様な輸送資源についても最大限活用し」という記

載があるのですが、鉄道や路線バス、タクシーであったり、あとは

地域の輸送資源に対して、市民がどう思っておられるかというのが

このアンケートではなかなか掴みにくいと思います。その辺りを別

途詳しくアンケートをされるのか、現況分析で留めるものになるの

か、また計画にどのように反映されるのかをお伺いしてもよろしい

でしょうか。 

 

市内の公共交通に対して市民の方がどう思われているかという内

容に関する設問でいいますと、一番しっかり書かれているのが調査

票の一番最後にあります、「その他のご意見・ご要望」の設問にな

ります。まだ全てを把握できていないのですが、設問にもあります

ように、路線バス、鉄道、タクシーなどということで、この設問で

は市内の公共交通全般について色々と書いていただいたと思いま

すので、そこから意見を抽出できるものについては、しっかりと抽

出したいと思います。それ以外にも、もちろん現在の利用状況など

についても整理をさせていただく予定です。 

 

もう一点よろしいでしょうか。今回、配布アンケートについては１,

０００人程度のサンプルになっていて、質問票の回答には地域があ
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協議経過および協議内容 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

（委 員） 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

（議 長） 

 

 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

る程度わかるように回答していただく形になっていますが、配布の

時点である程度地域の人数に対しての配布部数というのとバラン

スが取れるように配布されているのでしょうか。 

 

地域については、大和高田市の市内に８校区ありますので、それぞ

れ校区ごとの人数に応じて、１,０００人の内訳の割合を決めてい

ます。 

 

はい、ありがとうございます。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

それでは、議事（２）大和高田市地域公共交通計画について、ご承

認をいただきたいと思いますが、よろしいですか。 

 

（異議なし の声） 

 

それでは次に、議事（３）その他について、事務局より説明願いま

す。 

 

議事（３）について説明 

 

事務局より、議事（３）その他ということで、市民活動団体の加入

要望についての説明がございましたが、何かご意見、ご質問等ござ

いませんか。 

 

今、事務局から連絡がありましたけれども、この部屋にいる私たち

以外に「きぼう号」のことについて真剣に考えていただいている方

がおられるということは非常に嬉しいことだと思います。しかし、

私の会も、私の会もと手を挙げられても、これ以上人数が増えてく

ると会も進行がしにくくなると思いますし、規約の名簿にもありま

すように、商工会議所専務理事、町総代連合会会長、商店街を代表

して私が参加させていただいておりますし、そして市民活動団体と

して各方面で活躍をしておられます夢咲塾様も入っておられます

ので、組織としては今のままで良いのではないかと思います。ただ、

事務局の方で色々な意見を聞いて協議会で報告していただいて、場

合によれば協議会でこの内容を協議するというようにしていただ

けたらと思います。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 
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協議経過および協議内容 

（会 長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

（会 長） 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

ありがとうございました。色々な分野の、多くの委員様から意見を

聞きながら議論を進めて計画を作っていこうという会議でありま

す。法第６条第２項第３号に基づく委員が記載された資料を用意し

ていただいておりますが、市民又は地域公共交通の利用者というこ

とで、その中には、一番大きな市民団体であります大和高田市町総

代連合会の会長様にも市内全域に関わってくる話になってきます

ので、委員として入っていただいております。布川委員におかれま

しては市民交流センターが「きぼう号」のルートの中心的な位置づ

けになっているということでご参加いただいております。確かに、

あっちもこっちもという形になると収拾がつかなくなってしまう

おそれがあるのは事実だと思います。以上でございます。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

今、ご意見がありましたように、今回につきましては加入について

見送らせていただいて、事務局で検討させていただくという形でよ

ろしいでしょうか。 

 

先ほど、委員が言われたように、意見を聞いてあげて必要があれば

協議会で報告していただくということについては対応をしてあげ

てください。そうでないと、全然受け付けないということになって

しまうので、きちんとお願いしたいと思います。 

 

改めて会長からもご意見がありましたように、真剣に活動していた

だいている団体様だと思いますので、団体様の意見も反映できるよ

うに事務局の方で協議させていただきたいと思います。 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

意見というよりも要望なんですけども、高田市内の公共交通の充実

については市民の利便性の向上ということで絶対に必要であると

思いますけれども、高田市のもう一つの課題として産業振興が掲げ

られると思います。「きぼう号」をはじめとする公共交通機関は産

業振興に貢献できないかということをご検討いただきたいです。具

体的には、市内の事業所や店舗にお勤めの方の通勤の足としてもっ

と活用できないものか、あるいはその事について事業者や店舗がど

のように考えておられるのかということについて声をきちんと聞

いていただきたいと思います。 

 

貴重なご意見、ありがとうございます。 
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協議経過および協議内容 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

 

それでは、本日提案いたしました全議案につきまして、ご承認いた

だき、円滑な議事運営にもご協力、誠にありがとうございました。 

最後に、事務局から何か連絡事項はありませんか。 

 

それでは、これを持ちまして、「第２０回大和高田市地域公共交通

活性化協議会」を終了させていただきます。次回ですが、１２月に

協議会開催の予定をしております。コロナの状況でどのようになる

かは分かりませんが、またご連絡をさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 


